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（１）本特集の趣旨
　2018 年 12 月 30 日，環太平洋パートナーシッ
プに関する包括的及び先進的な協定（以下，
CPTPP）が，また，2019 年 2 月 1 日，日 EU 経
済連携協定（以下，日 EUEPA）が発効した。
『日本の FTA 戦略』（2002 年 10 月，外務省経
済局），2013 年 6 月の『日本復興戦略』（2013
年 6 月閣議決定），及び『未来投資戦略 2017』
（2017 年 6 月閣議決定，2018 年 6 月改訂）は，
いずれも，FTA/EPA の強化の方針を示して
おり，今後も，日本の政策としての大規模な経
済力を持つ多数の国間でのメガ経済連携協定
（以下，メガ EPA）や二国間あるいは限定的
な多数国間での FTA/EPA が増加していくと
考えられる。
　メガ EPA は，当事国の数の多さや経済規模
の大きさだけでなく，経済活動に関連する多角
的な分野に関する規定を置き，時代の変化や技
術発展に対応するための新たな分野も取り込ん
だ，より先進的な内容である点が注目されてい
る。また，メガ EPA 以前から，特に先進国間
で締結された二国間，あるいは限定的な多数国
間の EPA が顕著に増加しており，特定の国家
間の経済関係の緊密化の新たな枠組みを形成す
るようになってきている。こうした利害関係を
共有する国家間で締結される条約の増加は，経
済分野での地域主義の拡大を示す現象である。
　経済分野における地域主義の拡大の背景に
は，貿易と，投資の 2 つの側面からの普遍主義
の限界があると言ってよい。まず，貿易の分野
については，普遍的組織である WTO のドーハ
交渉の行き詰まりを指摘することができる。第
二次世界大戦後，GATT/WTO 体制の下で普
遍主義的な条約体制が構築されてきた。ドーハ

交渉は，多角的な貿易の自由化のためのより深
い統合を議論するために設けられているが，具
体的な成果を出すことが難しい状況が続いてい
る。そうした交渉の行き詰まりから，関税及び
貿易に関する一般協定第 24 条を根拠として，
よりたやすく合意が達成できる利益を共有する
国家間での交渉が進展する結果になった。
　投資の分野での条約は，GATT/WTO 体制
とは異なる発展過程を経てきている。この分野
ではまず，植民地独立の過程で主張されるよう
になった天然資源に対する恒久主権と国有化の
権利に対応し，発展途上国で投資活動を行う先
進国の国民の投資財産の保護を主たる目的とし
て先進国対発展途上国の間で締結される二国間
の投資保護条約が多数締結されるようになっ
た。1990 年代以降，先進国間の経済競争の激
化を受けて，投資条約の目的は，投資の促進及
び自由化に変質し，先進国間の二国間条約が増
加した。これを受けて，OECD で，多国間投
資協定の締結交渉が行われたものの，条約の締
結には至らなかった。また，ドーハ交渉でも投
資に関する交渉が行われたものの成果は得られ
ていない。エネルギー憲章条約を除いて，投資
に関する普遍的な条約体制はまだ実現していな
い。こうした状況の下，投資章を含む地域的な
FTA や EPA が重要な役割を果たすように
なっている。
　メガ EPA や先進国間に限定された当事国間
の地域的条約は，限定的な数の先進国の間での
交渉の結果締結されるため，先進国が必要と考
える先進的な規則が導入されうる場合が多い。
このため，GATT/WTO 体制では十分に対応
できていないような分野や，交渉が妥結してい
ないような分野に関する規定を含む FTA や
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EPA が増えていると言ってよい。そして，締
約国の経済的な影響力を背景に，それらの
FTA や EPA の実践を通じて，先進的な規則
を普遍化しようとする試みも見られるのであ
る。そのような規則の影響力や重要性は否定で
きないものの，GATT/WTO 体制のような普
遍的な条約体制の規定として，すべてがすぐに
受け入れられるとは考えにくい。また，地域的
な FTA や EPA の増加によって，条約関係の
重層化や複雑化がもたらされていることにも留
意が必要である。これらの条約は，多角的な経
済関係の強化という共通の目的を持つものの，
それぞれの条約の関係国間での個別の交渉の結
果として締結されてきているため，締約国が異
なるだけでなく，規定の具体的な内容や適用範
囲が異なるものとなっている点も見られる。
　本特集号は，地域主義が拡大し影響力を増し
ている現状を受け，地域的な条約体制にどのよ
うな意義と課題があるのか，またそうした地域
的な条約が，第二次世界大戦後 GATT/WTO
体制により牽引されてきた普遍的な条約体制に
どのような影響を与えうるかを，多様な角度か
ら検討することを目的としている。

（２）各論文の概要と全体の流れ
　中川論文は，本特集の総論と位置付けられる。
WTO のドーハの交渉が行き詰まった複合的な
理由を説明した上で，その行き詰まりの結果行
われるようになった多様な交渉枠組みの意義と
課題を論じ，貿易自由化交渉フォーラムとして
の WTO の役割を考察している。
　ドーハ交渉の行き詰まりの一つの結果はサプ
ライチェーンのグローバル化に対応する枠組み
としての FTA の顕著な増加である。FTA で
は WTO の規律に上乗せするような規律が設
けられているとともに，WTO がカバーしない
分野が規律の対象とされている。また，特に先
進国が主導する広域 FTA はサプライチェーン
のグローバル化を支えるより深い統合をもたら
すという長所があるものの，締約国の数が限定
されるがゆえに普遍的な規則を実現するには限

界がある。
　こうした FTA 締結交渉の進展と同時に，
WTO の内部でもドーハ交渉の行き詰まりへの
対応が見られる。一部の有志の加盟国により特
定の事項についてプルリ方式の交渉と，ドーハ
交渉のテーマの一部を切り離して全加盟国が参
加する交渉が活発化している。プルリ交渉の場
合，最恵国待遇に基づいて，交渉結果を WTO
の全加盟国に適用する方式と，交渉に参加し，
合意した国にのみ交渉結果を適用する場合があ
る。このプルリ方式を用いた交渉は様々な事項
について行われており，一定の成果をもたらし
ている。後者の全加盟国が参加する交渉方式も
貿易円滑化協定のような成果を生んでいる。著
者は，FTA，中でも広域 FTA の長所を認めつ
つも，普遍的な貿易自由化のための規則の実現
を目指した WTO の下での交渉フォーラムの
復権についての提言をして論文を締めくくって
いる。
　阿部論文は，新しい技術革新を背景に生まれ
てきたデータエコノミーの発展に対応するデー
タローカライゼーション措置に関する問題を
扱っている。本論文はまず，主要国（地域）の
データローカライゼーション措置の概要を示
し，その多様性を明らかにする。そして，これ
らの国（地域）のデータローカライゼーション
措置の GATS との整合性を論じている。GATS
ではデータローカライゼーション措置を直接規
律する規定はないものの，GATS 第 1 条 2 項
に規定されるサービス貿易に影響を与えうるた
め，これが GATS の適用対象となりうること
が説明される。そして，データローカライゼー
ション措置が抵触する可能性のある義務とし
て，最恵国待遇義務，合理的実施義務，市場ア
クセス義務，及び内国民待遇義務が検討されて
いる。ただし，これらの義務との抵触は，第
14 条の一般的例外又は第 14 条の 2 の安全保障
例外として正当化されうる余地が大きいことも
指摘されている。
　GATS と異なり，FTA ではデータローカラ
イゼーション措置の規律を目的とする規定の策
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定が進展してきた。その中でも TPP では，電
子商取引についての独立の章である第 14 章の
越境データ移転に関する第 14.11 条とコン
ピュータ関連設備についての国内設備利用設置
要求の禁止に関する第 14.13 条が，この問題に
関する主要な規定である。第 14 章はサービス
分野に限定されない企業による越境データ移転
に適用されるため，GATS よりも明確なデー
タローカライゼーション措置の規律が可能とな
る。ただし，TPP でも，第 29.1 条 3 項の一般
的例外条項と第 29.2 条の安全保障例外条項に
よってデータローカライゼーション措置が正当
化される可能性が相当程度存在することにも留
意が必要である。著者は，TPP のデータロー
カライゼーション措置関係の規定にも曖昧さが
あることを認め，GATS や TPP の関連規定の
解釈の明確化のためには，紛争解決手続だけで
なく協定の実施を司る行政的な仕組みも一定の
機能を果たしうるとし，またソフトローの機能
への期待も示している。
　小寺論文と秋山論文は，自由貿易に密接に関
連するために貿易の自由化との関連で規律が必
要，あるいは可能とされるものの，経済関係の
条約とは異なる分野の条約の規律対象ともなる
分野に関する論点を取り上げている。
　小寺論文は，オーディオ・ヴィジュアル分野
の自由化における多角主義と地域主義の関係を
論じている。映画フィルムは，GATT の成立
当初から自由化の対象外と位置付けられていた
が，1980 年代末の欧州の「国境なきテレビ指令」
を端緒として，この分野の自由化が改めて論じ
られるようになった。EU やカナダは，米国の
自由化論に対し，「文化的例外」論に依拠して
この分野を自由化の対象から除外しようとし
た。こうした地域的な議論がその後，多角的な
交渉にも影響を与え，GATS では，この分野
を規律対象としつつも，事実上各国が自由化義
務を免れるという結果となった。GATS 後，
EU とカナダは，「文化的例外」を「文化的多
様性」に換言し，オーディオ・ヴィジュアル分
野の自由化の問題を WTO ではなく，UNESCO

で論じようと試みた。UNESCO での文化多様
性条約の採択により，この分野の自由化は，
UNESCO と WTO の 2 つの多角主義間の問題
に変容したと言えるが，現在のところ，対立は
表面化していない。ただし，文化多様性条約の
採択後，EU は，文化を対外政策の中心に位置
づける政策を取るようになっていることにも注
意しなければならない。この政策の下，EU は
FTA 等の締結の際に文化協力議定書を付属さ
せ，オーディオ・ヴィジュアル分野等の文化の
取り扱いを二国間・地域間で規定するアプロー
チをとるようになっている。著者は，これを多
角主義の「地域化」と位置づけ，多角主義と地
域主義が補完的に作用しうるとしている。
　秋山論文は，自由貿易の文脈での，労働・環
境問題の扱いを論じるものである。労働・環境
に関する基準は，製品の生産コストに反映され
うること，より有利な生産地の選択の際の考慮
の要因ともなりうること，及び国内産業保護の
目的で用いられる可能性があることから，自由
貿易体制に密接な関係を持つ。他方，これらの
基準は，人権の保護や持続可能な開発の観点か
らも重要である。
　このような二重の性格を持つ労働・環境基準
について，GATT/WTO の多角的交渉では，
これらを規律の対象とすることに合意が得られ
てきたわけではない。対照的に，米国，EU，
カナダが締結する FTA には，労働・環境に関
する条項が挿入されるようになってきている上
に，履行確保の制度も設けられるようになって
いる。通常，ILO や環境関係の国際機関を通じ
た労働・環境基準の遵守が各加盟国の自主的な
履行に委ねられていることを考えると，こうし
た FTA の履行確保の制度は興味深いものであ
ると言える。米国，EU，カナダが締結する
FTA では，紛争解決手続と履行確保の制度を
併用することで，より実効的な履行確保を実現
しようとしている。以上のような FTA を通じ
た労働・環境に関連する規定の内容の発展につ
いては，現時点でこれを WTO に組み込むこと
が可能とは言えないものの，参考にされるべき
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ものである。
　石川論文は，家畜伝染病の発生後の禁輸措置
の対象となる地域をどのように考えるべきかを
論じている。家畜伝染病が発生した後，汚染国
全体からの輸入を禁止するのではなく，汚染国
内にある疾病の清浄地域に由来する関連産品に
ついて，一定条件下で輸入を再開・継続するこ
とを地域主義と呼ぶ。これにより，清浄地域か
らの関連産品の輸入禁止という，場合によって
は不要な貿易制限を回避することが可能となり
うる。この制度は WTO では SPS 協定第 6 条
1 項に明文で規定されているものの，輸入再開
までのプロセスに時間がかかるとの批判があ
る。このため，輸出国内のごく一部で家畜伝染
病が発生する場合の地域主義の実現プロセスと
して，二国間及び多国間の枠組みで，当初から
輸入停止の対象を汚染地域からの産品に限定す
ることによって輸入解禁手続の回避が図られる
ようになっている。
　日本の場合，生鮮豚肉の輸入に関して一部の
輸出国との間で「家畜衛生条件」を締結し，一
定の条件下で，輸出国内で豚コレラが発生して
も清浄地域からの豚肉輸入を継続する旨の取り
決めを結んでいる。この制度の下，一定の条件
の下で疾病の発生当初から地域主義に基づく対
応が可能になっているものの，清浄地域で豚コ
レラが発生する場合，他の清浄地域を含む輸出
国全域からの豚肉輸出が停止されるとの約束で
あり，地域主義は限定的にしか実現されていな
いと言える。他方，WTO 案件であるロシア・
アフリカ豚コレラ事件を検討した結果，SPS 協
定第 6 条についても，一定の状況において，輸
入国に「疾病の発生直後からの地域主義の実現」
を義務付けているという解釈が可能であり，こ
の解釈をとれば，日本が締結してきた家畜衛生
条件よりも踏み込んだ形での地域主義が実現さ
れているとの結論を出している。著者は，二国
間枠組みと多国間枠組みにおける「家畜伝染病
の発生直後からの地域主義の実現」に向けた協
働関係が存在していると指摘している。
　これに続く 3 つの論文は，自由貿易の実現の

ための伝統的な制度であるアンチダンピング措
置，原産地規則，及び補助金規律の新たな展開
を示すものとなっている。
　小林論文は，WTO 体制において，アンチダ
ンピング（AD）措置に対する国際的規律の実
効性の確保と調和原産地規則は別個の問題とさ
れてきたが，AD の迂回措置に関わる問題を媒
介として，分野横断的・相互依存的に関連する
問題となりつつあることに着目している。様々
な手法で原産地を操作することによって AD
措置を迂回しようとする試みが AD 措置の有
効性を損ねており，また原産地規則（ROO）
に関する統一的規則の策定の際の意見の不一致
をもたらしてもいる。現状の WTO 体制では，
AD 措置の発動と ROO の判断基準のいずれに
ついても，統一的な規則が置かれておらず，そ
の判断が各加盟国に委ねられている。また，各
国の国内制度にどのような形でどの程度まで国
際的な規律を課す必要があるかについて，
WTO では議論があったものの，具体的な内容
についての合意は今日まで得られないままであ
る。さらに，AD「迂回防止」措置についても
十分な議論がなされていない。これらの問題点
を踏まえ，米国の AD「迂回防止」調査制度の
具体的な事例を分析し，AD「迂回防止」のた
めの取組に必要な措置と統一的な ROO のあり
方についての示唆を得ようとしている。
　長谷川論文は，FTA・EPA の個別の制度に
よって特恵原産地規則の多様化・複雑化がもた
らされたものの，これが収斂の方向に向かって
いることを分析し，WTO のような多国間の枠
組みでの原産地規則の標準化の意義をも検討し
ようとするものである。まず，原産地基準につ
いて，日本と主要国が締結した FTA・EPA の
主要品目に関する原産地規則の「規則の内容」
と「規定方法」の比較・分析により，FTA・
EPA の下での特恵原産地規則の運用で各国が
得た経験と FTA や EPA の広域化又はメガ化
の進展によってもたらされうる一定の収斂の方
向性と標準化の案が示されている。著者は，繊
維製品や機械類といった重要な産業分野の品目
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の「規則の内容」は，依然として多様ではある
ものの，化学品，履物といった品目については，
これに一定の収斂が見られると指摘する。また，
「規則の内容」が同じであっても「規定方法」
が，FTA・EPA 毎に異なっているが，FTA・
EPA の広域化やメガ FTA の進展によって，
これについてもいくつかのパターンへの集約の
動きが見られるとも述べている。
　原産地規則の証明に関する手続的規定につい
ても，FTA・EPA では，簡素化のため，自己
証明制度が導入されるようになっている。ただ
し，検証手続については，直接検証を特徴とす
る米国タイプと間接検証を特徴とする EU タイ
プが見られ，今後これらのどちらに収斂してい
くかの予測は難しい。著者は，両者の長所と短
所を勘案して検討していく必要があるとし，そ
の論点を示している。
　著者は，このように FTA・EPA を通じて収
斂が見られる原産地基準と手続的規定をさらに
標準化していくには，WTO のような多国間の
枠組みが有効であると指摘している。
　関根論文は，WTO における補助金規律の改
正が進まない中で，EU が FTA を通じて，補
助金に関するルールの作成と拡散を図りつつあ
る現状を分析し，そうした新たなルールの
WTO 体制への影響を論じている。第一に，補
助金規律について，国家援助規則や競争法等を
通じて補助金を規律しようとする規定が見られ
るようになっている。こうした手法には意義が
認められるものの，EU が締結する FTA 以外
ではほとんど見られないため，これが一般的に
拡散する可能性は現状ではそれほど高くない。
第二に，違反とされる補助金の範囲については，
EU が締結する FTA の特徴として，禁止され
る補助金の範囲の拡大，許容される補助金の範
囲の再画定，サービス貿易における補助金規律
の構築によって，禁止される補助金の範囲を拡
大する傾向が指摘される。この傾向は，他の貿
易協定にも拡散し，今後多国間化していく可能
性があるものの，これらはいずれも現状の
WTO では合意が達成されていないルールであ

る。EU が FTA を通じて新たなルールの構築
に成功してきていることの WTO 体制への影
響は今後も注目される。第三に，EU が締結し
た FTA では，グリーン補助金として許容され
る補助金の範囲を拡張的に規定する傾向がみら
れる。これは EU の FTA を超えて直ちに多国
間化するとは必ずしも言えないものの，FTA
の規定を通じてグリーン補助金の範囲が均一化
する可能性もある。さらに，サービス貿易への
補助金規律の導入についても，補助金規律を
サービス貿易に拡大する傾向がみられる。米国
が締結する FTA の傾向も踏まえると，WTO
の補助金規律をサービス分野に拡大する傾向が
徐々に浸透している。著者は，今後の補助金規
律のあり方を検討する際に，以上のような EU
の FTA の動向を，継続的に注視しなければな
らないと指摘している。
　最後の 4 つの論文は，紛争解決手続と条約の
解釈・適用のあり方を論じるものである。
　末冨論文と山下論文は，投資条約によって設
けられる個人対国家の紛争解決制度（ISDS 制
度）と WTO の紛争解決制度の関係を具体的な
論点に関する事案の検討を通じて，論じるもの
である。
　末冨論文は，WTO の紛争解決制度が適切に
機能していない現状に対して，二国間又は地域
的な協定の紛争解決制度がどのような役割を果
たしうるかを論じている。今日，多くの WTO
加盟国間で，締結されるようになっている二国
間又は複数国間の自由貿易協定では，国家間の
紛争解決手続と ISDS 条項が規定されている。
その多くには，一旦一つの紛争解決手続が選択
されると，その手続が排他的管轄権を有すると
する排他的管轄条項が置かれている。それにも
関わらず，地域協定における紛争解決制度に付
託された事案が WTO にも提訴されるという
ケースがみられる。
　1 つの紛争に複数の紛争解決手続の利用が可
能だとすれば，WTO の紛争解決制度が適切に
機能していない現状で，投資条約の下での国家
間の仲裁や ISDS 条項に基づく私人対国家の仲
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裁を，WTO の紛争解決手続に代替させること
が可能であり得ると著者は指摘する。こうした
認識の下，実際の例として，国のエネルギー政
策の一環として導入される再生可能エネルギー，
とりわけ再生エネルギーの固定価格買取（FIT）
制度に関連する案件が取り上げられている。日
本では FIT 制度の導入後，FIT 買取価格の大
幅な値下の決定にあたり，日本政府は投資家と
の交渉を通じて早い段階で問題を解決した。し
かし，FIT 制度の今後を考えると，投資家の
想定を超えるような制度変更が行われる場合，
投資仲裁に紛争が付託されることも予測され
る。そのような紛争の先例として，スペインの
FIT 制度についての投資仲裁の先例が検討さ
れている。著者は，FIT 制度のような国の政
策に関わる紛争が ISDS 条項に基づく投資仲裁
に付託されること自体は否定しないものの，そ
の問題点を指摘している。そして，国際投資仲
裁や複数国間の地域協定における紛争解決手続
は WTO の紛争解決手続に代替できるもので
はなく，補完機能にとどまると指摘し，WTO
の紛争解決機能が現状抱えている問題への一定
の解決策を示している。
　山下論文は，貿易と投資に関する国際的制度
が，紛争処理の実態及び歴史の両面から別の制
度として発展してきたものの，その明確な区別
が困難になりつつあることを指摘した上で，
WTO の紛争解決手続と投資協定の ISDS 条項
に基づく仲裁の手続的競合関係を検討し，さら
に二つの法体系に共通する実態的権利保護規範
である内国民待遇原則がどのように扱われてい
るかを検証している。手続的競合関係について
は，ISDS 条項に基づく仲裁廷が WTO 協定の
解釈を示すことは，投資協定の側から見れば問
題はない。しかし，WTO 紛争解決手続の排他
的権限の確保を目的とする DSU 第 23 条との
関係では，一部の当事国によって締結された投
資 協 定 の ISDS 条 項 の 下 で の 仲 裁 法 廷 で，
WTO 協定の解釈適用が争われることが許容さ
れうるかについて問題が生じることが指摘され
る。著者は，WTO の他の締約国に対する条約

修正の通告が行われていない限り，一部の当事
国間での投資協定の締結によって WTO 協定
の下での紛争解決手続の効力を修正することは
認められないとの結論を示している。しかし，
投資条約の ISDS 条項の下で設けられた個人対
国家の仲裁廷によって WTO 協定が解釈適用
される可能性があることにより，WTO の紛争
解決手続と投資協定の下での仲裁において同じ
実体法規則が解釈適用される場合，それらの判
断に相互作用が生まれることを否定できないと
も指摘している。こうした認識の下，WTO 法
と投資協定の両方に共通する最も基本的な法規
範の一つである内国民待遇についての検討が行
われる。内国民待遇に関しては，GATT 第 3
条の規定が詳細であるのに対し，投資協定の規
定は非常に簡素な内容であることから，仲裁廷
が WTO の判断にしばしば言及しており，
WTO 法と投資協定における内国民待遇原則は
実体的には同じであるとみなすことができると
の結論が示され，今後も両者の相互作用によっ
て，既判内容の明確化などの発展が見込まれる
との指摘がなされている。
　猪瀬論文は，投資の自由化を主たる目的とす
る新たなタイプの投資条約や，FTA や EPA
の投資章（以下，このような条約あるいは章を
「自由化型条約」とする）の下での規律のあり
方とその履行確保の方法を論じるものである。
自由化型条約では，参入障壁の法的な規律が必
要であることから，投資設立前の活動にまで射
程を広げて規律の対象とするために，「投資」
や「投資を行うこと」の定義を拡大し，また投
資設立前の活動を対象とする諸規定が見られ
る。自由化型条約の紛争解決手続は，投資の自
由化のための諸規定の下での義務の履行確保の
ための機能を担うことを期待される。自由化型
条約にも ISDS 条項が置かれる場合が多いもの
の，投資設立前の活動に関する紛争は ISDS 条
項の下での仲裁手続の管轄権の対象とならない
可能性が高い。このため，国家間の仲裁手続の
重要性が増すことになる。また，多くの条約で
規定されるようになっている締約国間の協議・
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交渉システムも有効な役割を果たすと考えられ
る。さらに，二国間の投資条約の限界を補うた
めには，多国間の多角的フォーラムにおける国
際的ルールやシステムの構築が望ましいと提言
している。
　平見論文は，WTO と FTA の法的関係を，
WTO の紛争処理手続における FTA の位置に
着目して論じるものである。現状では，WTO
の紛争処理手続と FTA の紛争解決手続の両方
が利用可能な事案で，WTO の紛争処理手続が
選考されることが多い。WTO パネルの管轄権
は DSU 上堅固な基礎を与えられているため，
その管轄権が否定されることはない。現在まで
のところ，具体的な先例はないものの，特に上
級委員会は，FTA それ自体の GATT 第 24 条
との整合性の評価についても，パネルの管轄権
を肯定しており，パネルの潜在的な管轄権の射

程は広範であるといえる。ただし，もしこの整
合性の評価が求められるとすれば，その判断基
準の明確化が今後の課題であると言える。
　も う 一 つ の 論 点 と し て， 個 別 の FTA の
フォーラム選択条項等によって WTO の紛争
処理の利用を排除し得ることが否定されていな
いことも注目されなければならない。これは
FTA によって，WTO の紛争処理手続の利用
の権利の放棄が可能であるとの立場である。
Peru-Agricultural Products 事件で上級委員会
は，FTA による WTO の紛争処理の利用の権
利放棄について，高い判断基準を示したことに
留意が必要である。
　WTO の紛争処理が WTO と FTA の法的関
係をどのように整序していくのかについては，
今後の展開を注視する必要がある。
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